
問
税
務
課�

収
税
班　

�
☎
７
７
３
・
６
６
６
９

社
会
保
険
料
控
除
資
料
の
発
送

　
令
和
５
年
中
の
国
民
健
康
保
険

税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
額
を
お
知
ら

せ
す
る
「
社
会
保
険
料
控
除
資

料
」
を
１
月
２６
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。
市
・
県
民
税
申
告
や
所
得
税

の
確
定
申
告
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
到
着
ま
で
に
４
～
５
日
か
か
る

場
合
あ
り
）

　
遺
族
年
金
と
障
害
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
で
、
資
料

が
必
要
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※ 

令
和
５
年
中
に
、
年
末
調
整
用

に
資
料
を
請
求
し
た
人
（
事
業

所
で
の
一
括
請
求
を
含
む
）、

社
会
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
（
天
引
き
）
の
み
で
納

付
の
人
に
は
郵
送
し
ま
せ
ん

問
介
護
保
険
課�

介
護
保
険
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
７
５

要
介
護
認
定
者 

税
申
告
用

「
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
の
発
送

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
、
市
・

県
民
税
申
告
に
必
要
な
「
障
が
い

者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
１
月

２６
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。（
到
着
ま

で
に
４
～
５
日
か
か
る
場
合
あ
り
）

対 

令
和
５
年
１２
月
３１
日
（
令
和
５

年
中
に
亡
く
な
っ
た
人
は
、
そ

の
死
亡
日
）
現
在
、
６５
歳
以
上

の
要
介
護
認
定
者
で
あ
り
、
税

申
告
の
「
障
が
い
者
」
か
「
特

別
障
が
い
者
」
に
該
当
す
る
人

で
す
。

次
の
人
は
発
送
対
象
外
で
す

・ 
要
介
護
認
定
者
で
あ
る
が
、
障

が
い
者
控
除
の
認
定
基
準
に
該

当
し
て
い
な
い

・ 

障
が
い
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を

持
ち
、
そ
れ
に
よ
る
所
得
控
除

額
が
多
い
ま
た
は
同
額

・ 

令
和
５
年
１２
月
３０
日
以
前
に
要

介
護
認
定
の
有
効
期
間
が
終
了

し
、
更
新
申
請
を
し
て
い
な
い

・ 

窓
口
な
ど
で
す
で
に
交
付
済
み

※ 

控
除
額
や
使
用
方
法
な
ど
は
、

税
務
課
（
☎
７
７
３
・
６
６
６

８
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い問
市
民
課�

国
保
年
金
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

税
申
告
前
に
国
保
高
額
療
養

費
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
令
和
５
年
１２
月
分
の
医
療
費
が
、

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
に

該
当
す
る
見
込
み
の
人
は
、
高
額

療
養
費
の
申
請
を
済
ま
せ
て
か
ら

税
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合
、

申
請
案
内
を
診
療
月
か
ら
早
く
て

２
か
月
後
に
送
付
し
ま
す
。
令
和

５
年
１２
月
分
の
申
請
案
内
は
、
２

月
下
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

先
に
税
申
告
を
済
ま
せ
る
と
、

税
の
修
正
申
告
が
必
要
な
場
合

や
、
高
額
療
養
費
の
受
付
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

問
・
予
約　
小
千
谷
税
務
署

　
個
人
課
税
第
一
部
門

�

☎
０
２
５
８
・
８
３
・
０
２
７
４

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
告
（
ス

マ
ホ
申
告
）
を
始
め
ま
せ
ん
か

　
税
務
署
で
は
、
混
雑
す
る
確
定

申
告
会
場
に
出
向
か
ず
と
も
簡
便

に
手
続
き
が
完
了
す
る
ス
マ
ホ
申

告
を
勧
め
て
い
ま
す
。
ス
マ
ホ
申

告
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

日 

１
月
２５
日
㈭

　
午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分

　
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

会
本
庁
舎
２
階 

小
会
議
室

定
各
回
２０
人

持 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
（
数
字
４

文
字
、
英
数
字
６
～
１６
桁
）、

給
与
所
得
（
公
的
年
金
等
）
の

源
泉
徴
収
票
、
作
成
済
み
の
収

支
内
訳
書
（
不
動
産
所
得
、
農

業
所
得
な
ど
）、
そ
の
他
収
入

を
証
明
す
る
書
類
（
支
払
調
書

な
ど
）、
控
除
証
明
書
類
な
ど

（
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
で
年
末
調
整
さ
れ
て
い

な
い
も
の
や
、
医
療
費
控
除
の

明
細
書
な
ど
の
各
自
必
要
な
書

類
）、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
者

識
別
番
号
の
通
知
な
ど

※ 

利
用
者
識
別
番
号
は
お
持
ち
の

人
の
み

事
前
予
約　
１
月
２２
日
㈪
ま
で

注
意
事
項

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
ｅ

－

Ｔ
ａ

ｘ
送
信
す
る
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
方
式
か
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
方
式
対
応
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
が
必
要
で
す
。

動
画
で
見
る
確
定
申
告

　
次
の
Ｑ
Ｒ
か
ら

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

問
南
魚
沼
警
察
署

�

☎
７
７
０
・
０
１
１
０

１
１
０
番
通
報
の
適
正
な
利
用

　
１
１
０
番
通
報
は
、
早
急
に
警

察
官
（
パ
ト
カ
ー
）
の
派
遣
が
必

要
な
人
が
利
用
す
る
緊
急
通
報
ダ

イ
ヤ
ル
で
す
。
事
件
や
事
故
に

遭
っ
た
・
そ
の
可
能
性
が
あ
る
場

合
は
、
迷
わ
ず
１
１
０
番
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

緊
急
性
が
な
い
場
合

　
困
り
ご
と
相
談
な
ど
は
警
察
相

談
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
＃
９
１
１
０
）

か
、
落
と
し
物
を
し
た
・
拾
っ
た

な
ど
の
問
合
せ
は
警
察
署
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

間
違
っ
て
１
１
０
番
に
か
け
て
し

ま
っ
た
場
合

　
何
も
告
げ
ず
に
す
ぐ
に
電
話
を

切
断
す
る
の
で
は
な
く
、
間
違
っ

た
こ
と
を
相
手
（
警
察
官
）
に
伝

え
、
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
緊
急
通
報

機
能
（
例
：
電
源
ボ
タ
ン
を
素
早

く
５
回
押
す
と
自
動
的
に
１
１
０

番
通
報
さ
れ
る
な
ど
）
に
よ
る
誤

発
信
・
誤
操
作
が
増
え
て
い
ま
す
。

設
定
を
確
認

し
、
取
扱
い

に
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
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催
し
・
講
座
・
募
集

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

く
ら
し
・
相
談


